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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年3月2日(2020.3.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　本発明の一実施形態において、前記製剤は、注射剤形、輸液剤形、噴霧剤形、液状剤形
、またはパッチ剤形であることを特徴とする。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幹細胞に由来するエクソソーム（ｅｘｏｓｏｍｅ）を有効成分として含む、皮膚傷の予
防または治療用薬学的組成物であって、
　前記幹細胞はトロンビン処理された間葉系幹細胞である、
　前記薬学的組成物。
【請求項２】
　前記間葉系幹細胞は、臍帯、臍帯血、骨髄、脂肪、筋肉、神経、皮膚、羊膜、または胎
盤に由来する、請求項１に記載の薬学的組成物。
【請求項３】
　前記皮膚傷の治療は、血管内皮細胞成長促進による血管新生（ａｎｇｉｏｇｅｎｅｓｉ
ｓ）による、請求項１に記載の薬学的組成物。
【請求項４】
　前記薬学的組成物は、培養培地、サイトカイン、成長因子、および遺伝子よりなる群か
ら選択される補助成分をさらに含む、請求項１に記載の薬学的組成物。
【請求項５】
　前記エクソソームは、成長因子、免疫調節因子、抗酸化因子、または血管新生因子の発
現が、トロンビン処理されていない幹細胞に由来するエクソソームと比べて増加している
、請求項１に記載の薬学的組成物。
【請求項６】
　前記成長因子は、脳由来神経栄養因子（ＢＤＮＦ；ｂｒａｉｎ－ｄｅｒｉｖｅｄ　ｎｅ
ｕｒｏｔｒｏｐｈｉｃ　ｆａｃｔｏｒ）、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ；ｆｉｂｒｏｂｌ
ａｓｔ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ）、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ；ｈｅｐａｔｏｃｙｔ
ｅ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ）、神経成長因子（ＮＧＦ；ｎｅｒｖｅ　ｇｒｏｗｔｈ
　ｆａｃｔｏｒ）、または血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ；ｖａｓｃｕｌａｒ　ｅｎｄ
ｏｔｈｅｌｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ）である、請求項５に記載の薬学的組成
物。
【請求項７】
　請求項１に記載の組成物を含有する、皮膚傷の予防または治療用薬学製剤。
【請求項８】
　注射剤形、輸液剤形、噴霧剤形、液状剤形、またはパッチ剤形である、請求項７に記載
の薬学製剤。
【請求項９】
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　幹細胞に由来するエクソソームを有効成分として含む、皮膚傷改善用医薬部外品製剤で
あって、
　前記幹細胞はトロンビン処理された間葉系幹細胞である、
　前記医薬部外品製剤。
【請求項１０】
　前記皮膚傷の改善は、血管新生によるものである、請求項９に記載の医薬部外品製剤。
【請求項１１】
　前記エクソソームは、成長因子、免疫調節因子、抗酸化因子、または血管新生因子の発
現が、トロンビン処理されていない幹細胞に由来するエクソソームと比べて増加している
、請求項９に記載の医薬部外品製剤。
【請求項１２】
　前記医薬部外品製剤は、液剤、軟こう剤、クリーム剤、スプレー剤、パッチ剤、ゲル剤
、およびエアロゾル剤よりなる群から選択される皮膚外用剤形態である、請求項９に記載
の医薬部外品製剤。
【請求項１３】
　（ａ）幹細胞の培養後に該幹細胞をトロンビン処理する段階；
　（ｂ）前記段階（ａ）の培養液からエクソソームを分離する段階；および
　（ｃ）前記段階（ｂ）で分離したエクソソームを有効成分として含有する組成物を製造
する段階を含み、
　前記幹細胞は間葉系幹細胞である、
　請求項１に記載の薬学的組成物の製造方法。
【請求項１４】
　前記段階（ａ）のトロンビンは、培地内に１～１，０００ｕｎｉｔ／ｍｌの濃度で含ま
れる、請求項１３に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記段階（ｂ）のエクソソームは、遠心分離を３，０００～１００，０００ｇで１０分
～５時間行うことにより分離される、請求項１３に記載の製造方法。
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